
第四回  定期総会

日　時　平成 28年 6月 6日（月）
　　　　午後 3時 30分～午後 4時 25分
場　所　浦和パルコ 9 階　第 15集会室（コムナーレ）

１．開会
２．会長挨拶
３．来賓祝辞
４．議長選任
５．議事録作成人および署名人選任
６．議事
　　第１号議案　平成27年度活動報告承認に関する件
　　第２号議案　平成27年度決算承認に関する件
　　第３号議案　平成28年度活動計画（案）承認に関する件
　　第４号議案　平成28年度予算（案）承認に関する件
　　第５号議案　理事および監事選任に関する件
７．報告事項
　　（１）会員への依頼事項
８．閉会　

〒360-0012   埼玉県熊谷市上之１７７７－４
ＴＥＬ048-525-3222・FAX048-525-3231

Eメール　　　　　  　info@saitama-sams.or.jp
ホームページアドレス 　http://www.saitama-sams.or.jp

総 会 次 第

公益社団法人 埼玉県鍼灸マッサージ師会
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会長挨拶

公益社団法人
埼玉県鍼灸マッサージ師会 会長　尾野　彰

　会員の皆様方には、当会事業活動に対しご理解ご協力を頂き感謝申
し上げます。
　この度発生した熊本地震により被害に遭われた方々に謹んでお見舞
い申し上げますとともに、皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお
祈りいたします。
　4 月 14 日に熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 6.5、最大

震度 7 の激震が発生しました。4 月 16 日にはマグニチュード 7.3 という阪神・淡路大震
災にも匹敵する本震 ( 熊本地震 ) が発生、熊本県熊本地方、阿蘇地方を中心に甚大な被害
が発生しました。その後も 900 回を超える余震により住民の不安は広がっています。震
源の範囲は北東方向の大分県側や南西方向へも広がっています。震源の延長線上には、国
内最大級の断層帯「中央構造線」があり、巨大地震との連動も懸念されます。中央構造線
上には、現在の震源域の北東に愛媛県の伊方原発、南西に鹿児島県の稼働している川内原
発があり、原発震災も懸念される状況で、地震はいまだ収束に至らず、予断は許されません。
一刻も早い地震の収束と被災地の復旧・復興を願うとともに、被害にあわれた方々には心
からお見舞いを申し上げます。
   2011 年 3 月 11 日の東日本大震災から 5 年を経過して熊本地震は、改めて日本が地震
大国であること、巨大地震が何時何処で起こるか予測できないことを明らかにしています。
　熊本、福岡の両県師会では発災後より DMAT（災害時派遣医療チーム）の多職種連携
として熊本県庁に医療救護班の登録をし、５月８日のDMAT撤収までに熊本市・益城町・
御船町・西原村・宇城市で 1,000 人を超える被災者の方々にケアを行ったとの報告があ
ます。
もちろん、我々にできる事はこれだけ、ここまでではなく、今後も相当に長いスパンでの
活動が求められています。
　災害支援活動に関しましては当初より中央師会である（公社）全日本鍼灸マッサージ師
会が窓口となり熊本地震災害支援ボランティアの募集および支援金のお願い等の活動が行
われています。
　当会としても、最大限の協力をしたいと考えておりますので、会員の皆様のご協力をお
願い申し上げます。
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１）総務部 
総会　　　　　　　平成 27年 6月 10 日    浦和コミュニティーセンター
理事会　　　　　　平成 27年 4月 15 日    熊谷市民文化センター文化会館
　　　　　　　　　　　　　　6月 10 日    浦和コミュニティーセンター
　　　　　　　　　　　　　　7月 17 日    埼玉会館
  　　　　　　　　　　　　   12 月 11 日    大宮福祉カレッジ
　　　　　　　　　平成 28年 1月 24 日　さいたま市武蔵浦和コミニュテイセンター
　　　　　　　　　　　　　　2月 28 日　川口友愛センター
支部長会　平成 27年 6月 10 日    浦和コミュニティーセンター

　　総務部長　山岸　克也

　　学術部長　近藤　宏２）学術部
（1）生涯研修会の開催 (45 単位 )
（2）( 公財 ) 東洋療法研修試験財団への生涯研修修了証書の交付申請

　　組織部長　刑部　陽子３）組織部
（1）学術生涯研修手伝い
（2）各種学校へ案内送付
（3）呉竹学園学生向け講習・同校学生懇親会
（4）鍼灸の日イベント協力
（5）関東ブロック組織部会議
（6）新年新人歓迎会開催・関係各位招待

　　情報通信部長　石川　泉５）情報通信部
（1）ホームページの更新
（2）県民のための健康つくり等の活動報告
（3）学術講習会のスケジュール
（4）会員向けの活動報告 連絡〈緊急時など〉
（5）各支部の活動報告  

第１号議案　平成２7年度活動報告承認に関する件

（1）総会資料作成
（2）会報「すこやか５号」作成
（3）会報「すこやか６号」作成、各市区町村へ配布

　広報部長　戸田　賢４）広報部
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（1）保険講習会の開催　6月 28 日、1月 24 日
（2）保険ソフト講習会の開催　2月 28 日
（3）保険自主指導の実施
（4）保険のＩＴ化の検討・対応
（5）保険資料の収集及び作成

　保険部長　浜島　貫６）保険部

介護予防教室

介護予防教室
介護予防教室
介護予防教室
介護予防教室
介護予防教室
介護予防教室
介護予防教室
介護予防教室

介護予防教室

介護予防教室

平成２7年　
４月１６日
５月　７日
６月１８日
７月　２日
８月２０日
９月　３日

１１月　６日
１１月　８日
１２月１７日
平成２8年　
１月　７日
２月１８日

一般市民

一般市民
一般市民
一般市民
一般市民
一般市民
一般市民
朝霞市民
一般市民

一般市民

一般市民

富士見市

富士見市
富士見市
富士見市
富士見市
富士見市
富士見市
朝霞市
富士見市

富士見市

富士見市

日　時 事 業 名 対 象 者 活動地区

　　介護部長　馬 込　政 秋７）介護部
○２７年度介護予防教室・健康福祉まつり・ボランティアマッサージ助成事業

介護予防教室

秩父保健センターまつり

第23回やまゆり長寿フェスティバル
第26回富士見市健康まつり
健康まつり
健康フェア

平成２７年　
６月　７日
９月　５日

１０月２５日
１１月　８日
１２月　６日

秩父郡市市民

市民
一般市民
朝霞市民
市民

秩父市

入間市
富士見市
朝霞市
春日部市

日　時 事 業 名 対 象 者 活動地区
福祉健康まつり
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ボランティアマッサージ

ボランティアマッサージ
ボランティアマッサージ
ボランティアマッサージ
ボランティアマッサージ
敬老奉仕治療
無料ボランティア施術
ボランティアマッサージ
マッサージボランティア
ボランティア治療
ボランティアマッサージ
ボランティアマッサージ
ボランティアマッサージ
ボランティアマッサージ

ボランティアマッサージ

ボランティアマッサージ
ボランティアマッサージ
マッサージボランティア

平成２７年　
４月１５日
５月２０日
６月１７日
７月１５日
８月１９日
９月　５日
９月　６日
９月１６日

１０月　８日
９月２８日

１０月　２日
１０月２１日
１１月１８日
１２月１６日
平成２８年　
１月２０日
２月１７日
３月１７日
３月２４日

家族の介護者75歳以上の方

家族の介護者75歳以上の方
家族の介護者75歳以上の方
家族の介護者75歳以上の方
家族の介護者75歳以上の方
65歳以上の一般高齢者
高齢者市民
家族の介護者75歳以上の方
施設利用者、入居者
高齢者市民
施設利用者、入居者
家族の介護者75歳以上の方
家族の介護者75歳以上の方
家族の介護者75歳以上の方

家族の介護者75歳以上の方

家族の介護者75歳以上の方
家族の介護者75歳以上の方
施設利用者、入居者

久喜市

久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
嵐山町
春日部市
久喜市
富士見市
春日部市
富士見市
久喜市
久喜市
久喜市

久喜市

久喜市
久喜市
富士見市

日　時 事 業 名 対 象 者 活動地区
ボランティアマッサージ

○介護予防教室普及のため指導者育成事業（地域健康つくり指導者研修会派遣事業）
全鍼師会主催　第９回「地域健康つくり指導者」研修会 Part２に３名派遣
○介護分野の情報提供として「すこやか」５号・６号に　かいご通信掲載

介護予防とツボのお話平成２７年　
６月１８日 施設利用 富士見市

日　時 事 業 名 対 象 者 活動地区
市民健康講座（27年度活動報告があった地区のみ掲載）
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平成２７年　
９月　８日

坂戸保健所
日　付 通 報 内 容 保 健 所 対 応 保健所

無資格者対策
無資格者通報届

求人広告にマッサージ業と
記載があるが、無資格者によ
るものであはき法第１２条
に抵触するため違法です、行
政指導をお願い致します。

ほぐし屋　Ｒitzに直接行
き、事実確認を行い、次回か
らは掲載をしないことを確
認した。

鴻巣保健所ベビーマッサージを無免許
免で行っている。
（市報等にベビーマッサージ
とうたい講習会を行ってい
るので指導をお願い致しま
す。桶川市だけでなく北本市
でも行っています。）

保健所では講習会というこ
とで業としての疑義はある
が、市の担当にマッサージを
業とする場合は国家資格の
免許が必要と連絡したそう
です。また本人にも同じ内容
の話をしたそうです。

１２月　７日

さいたま市
保健所

さいたま市の介護予防事業
として官足法教室　「足裏
マッサージ」と称し、あん摩
マッサージ指圧師の免許を
持たない療術師の講師が教
室を開催しようとしていま
す。介護予防事業という公の
場で無資格者によるマッ
サージの教室の開催は法を
侵す行為であります。何卒、
関係機関に連絡のうえ中止
して頂くよう指導をお願い
致します。

足裏マッサージについては
民間療法ともとれる内容で
ある。公民館にはマッサージ
行うにはあん摩マッサージ
指圧師の免許が必要の内容
を伝えた。

１２月１８日

埼玉県県議会　平成27年12月14日定例会一般質問
荒木裕介県議会議員による
「マッサージ業界に対する認識を！」
Ｑ：国家資格を得て組合に加盟し保険が適用されるマッサージ店舗と、無資格者が行う店舗
ではその違いが明白。実際に危害事例が国民生活センターの報道資料でも明らかになって
いる。無資格者なのか有資格者なのか、誰でも簡単に識別ができるような表示の普及を図る
べきだ。
Ａ：保健医療部長　ご指摘の通り、両者の違いが分かりにくい面がある。有資格者が施術を
行う場合は、店舗開設の際には届出を行い、証明書が交付される。今後、明確に識別できるよ
う、証明書の様式やデザインの見直しについて県鍼灸マッサージ師会などの関係団体や、届
出を受理する権限を有するさいたま市はじめ５つの市などと協議をしながら検討していき
たい。

詳細については埼玉県議会のホームページを参照して下さい。
　埼玉県議会　トップ画面より　①議会生中継・録画中継②平成26年9月定例会からの生
中継・録画中継をご覧いただくには、こちらをクリック④議員名から選ぶ⑤荒木裕介議員
http://smart.discussvision.net/smart/tenant/saitama/WebView/councilorsearchresult.
html?speaker_id=6&search_index=99

※事務局に書類提出がなされたもの
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　　視覚障害部長　岡内　藤雄９）視覚障害部
（1） 総会・イベント・すこやか等案内の資料をＣＤ・点示にて発送、ＴＸＴにて発信

　　渉外部長　八山　俔子１０）渉外部
　埼玉県市町村職員共済組合へマッサージ券発行の件について 5回交渉に行きました。

6月 10 日総会時の接待等（買い物を含む）に対応。

8月 11 日無資格者対策の為、県会議員、県の職員との話し合いを設定。

　（その結果 12月 14 日県議会で荒木先生が一般質問で無資格者対策の為の

　「マッサージの現状」について質問をして頂き理事 6名付き添い 2名傍聴）

その他統一地方選挙があり、事務所開き 3か所出陣式にも行きました。

11月 4日さいたま市議会議員桶本先生の議長就任祝賀会出席。

「さいたま国際マラソン」について市議会議長桶本先生と市のスポーツ文化局

スポーツ部　　スポーツイベント課課長との話し合いを設定。

　（その結果「さいたま国際マラソン」ブースを出せることが決定）

その他交渉にあたり進行中です。

　　　スポーツセラピー部長　海 野　松 根１１）スポーツセラピー部
スポーツ鍼灸マッサージ指導者育成講習会、前期、後期に参加しました。
11 月 29 日、小江戸川越マラソン大会にセラピー部もボランティアでマッサージケアーに
参加。

事業部長　髙 野　広 行８）事業部
（1）総会・各理事会　議事録作成
（2） 関東甲越地区連絡協議会東京大会・東洋療法推進大会 in 愛知　参加
（3） 「はりきゅうの日」イベントでのポスター・チラシ作成
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１）総務部 
6 月 6日に理事会、支部長会、定期総会を開催し、年間計 5回の理事会を開催いたします。

　　総務部長　山岸　克也

　　学術部長　近藤　宏２）学術部
（1）生涯研修会の開催
（2）( 公財 ) 東洋療法研修試験財団への生涯研修修了証書の交付申請

　　組織部長　刑部　陽子３）組織部
（1）学術部、生涯研修手伝い
（2）各種学校へ案内送付
（3）鍼灸の日イベント協力
（4） 関東ブロック組織部会議
（5）新年新人歓迎会・関係各位招待
（6）その他、組織強化に必要な事項全てに関わる

情報通信部長　石川　泉５）情報通信部
（1）ホームページの更新
（2）県民のための健康つくり等の活動報告
（3）学術講習会のスケジュール
（4）会員向けの活動報告 連絡〈緊急時など〉
（5）各支部の活動報告

 

第３号議案　平成２8年度活動計画（案）承認に関する件

　広報部長　戸田　賢４）広報部
（1）総会資料作成
（2）会報「すこやか７号」作成、各市区町村へ配布
　　「すこやか６号」の配布状況確認
（3）会報「すこやか８号」作成、各市区町村へ配布
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（1）保険講習会の開催 年２回
（2）保険ソフト利用サポート
（3）保険自主指導の実施
（4）保険のＩＴ化の検討・対応
（5）保険資料の収集及び作成

　保険部長　浜島　貫６）保険部

　　介護部長　馬 込　政 秋７）介護部
事業計画
通　年　　埼玉県各地での介護予防教室の開催
通　年　　埼玉県各地自治体主催の健康福祉まつり等にボランティアで参加
通　年　　埼玉県各地高齢者福祉施設・介護施設を訪問し機能訓練及び施術の普及啓蒙活動
通　年　　介護予防体操「ゼンシン体操」のＤＶＤ及びポスター配布
通　年　　埼玉県各地で市民健康講座の開催
２月　介護予防教室普及の為指導者育成事業（地域健康つくり指導者研修会派遣事業）
「すこやか」に介護関係情報掲載　
ホームページに活動報告掲載

無資格対策委員　馬込　政秋
○県民に安全な治療を受けられるよう国家資格と無資格者の区別を行政の広報に掲載して
いく。また無資格者の施術での被害を把握し関係機関に通報する。
○保健所のホームページに施術所の掲載を推進する。

　　視覚障害部長　岡内　藤雄９）視覚障害部
（1）総会・イベント・すこやか等案内の資料をＣＤ・点示にて発送、ＴＸＴにて発信

事業部長　髙 野　広 行８）事業部
（1）「はりきゅうの日」イベントでのポスター・チラシ作成
（2）埼鍼師会・協同組合の入会案内パンフレット作製準備
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　　渉外部長　八山　俔子１０）渉外部
埼玉県市町村職員共済組合へマッサージ券発行に積極的に交渉
総会時の接待等
その他、従来の渉外部の主な仕事は総会時の接待だけでしたが、今はあらゆる交渉事等積
極的に対応
政治連盟と重なりますが総会時のご来賓は政治家ばかりです。
政治家との付き合いは師会のためにおろそかには出来ませんのでしっかり対応。

　　　スポーツセラピー部長　海 野　松 根１１）スポーツセラピー部
スポーツ鍼灸マッサージ指導者育成講習会に参加予定。
11 月に開催する、さいたま国際マラソン大会と小江戸川越マラソン大会の鍼マッサージ
ケアーにセラピー部も参加予定
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第４号議案　平成２8年度予算（案）承認に関する件
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会員の皆様への依頼事項

※ 互助会券についてお願い

教職員互助会券・県職員互助会券について不備が指摘されています。

① 有効期限は３月３１日です。提出が遅れる場合は４月３日までにお手元の枚数を必ず事

　務所に連絡下さい。

（４月３日以降に連絡なく事務所に届いた券はいかなる理由があっても受付することが

出来ませんので、お返しさせて頂きます。）

② 提出の際、メモ用紙に枚数・支部名・氏名を記入して提出して下さい。

　（出来れば５枚以上まとめて下さい。）

③ 施術年月日を必ず記入して下さい。

互助会券の取り扱いを希望しない方は、次年度の名簿より削除しますので事務所まで連

絡下さい。

④毎月請求が出来ますので、お手元に溜めず事務所に提出して下さい。

※ 埼鍼師会会館の開館・閉館のご案内

開館時間： 平日９時より午後５時まで。電話での対応も同じです。

閉 館 日： 土日・祝祭日・夏季休暇（8月13日～ 15日）・

　　　　　年末年始（１２月２９日～ １月４日）

曜日その他の関係で多少の変動がありますのでご了承下さい。

第５号議案　理事および監事選任に関する件
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